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女性活躍推進法に基づく「えるぼし」企業府内第１号を認定しました 

～ (株 )京 都 銀 行 を 三 つ 星 レ ベ ル で 認 定 ～ 

 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（略称：女性活躍推進法）の一般事業主に関する部分

が、平成２８年４月１日から施行されました。 
この法律では、女性の活躍の推進のための行動計画を策定し、その旨を届け出た事業主のうち、一定の基

準を満たし、取組の実施状況等が優良な事業主は、申請により厚生労働大臣の認定を受けることができます。 
京都労働局（局長 井内雅明）では、本年４月１日付で株式会社京都銀行の認定を決定しました。 
認定式は、平成２８年４月４日（月）１３時から、京都労働局局長室にて行います。 

 

認定マーク：愛称「えるぼし」 

 
◇認定は、基準を満たす項目数に応じて３段階あり※、認定を受けた企業は、認定マークを商品や広告、名刺、求人票

などに使用して、女性活躍推進事業主であることをアピールすることができます。 
 
※「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の５項目の評価基準のうち、１つ又

は２つを満たせば１段階目、３つ又は４つを満たせば２段階目、全てを満たせば３段階目の認定となります。 

注：満たさない項目については、２年以上連続してその実績が改善していることが必要です。 

行動計画に定めた目標の達成は要件としておらず、評価項目の基準を満たした時点で申請ができます。 
 

◇認定マークについて 
「Ｌ」には、Ｌａｄｙ（女性）、Ｌａｂｏｕｒ（働く、取り組む）、Ｌｅａｄ（手本）などさまざまな意味があり、「円」は企業や社会、「Ｌ」

はエレガントに力強く活躍する女性をイメージしています。認定の段階に応じて星の数が異なります。 

 

添付資料 ・(株)京都銀行の女性活躍推進企業データベースでの公表内容（参考資料） 
      ・認定に関するパンフレット 
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女性活躍推進法に基づく第３段階の認定企業 

 

株式会社 京都銀行 

所在地  京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町７００ 
業 種  銀行業 
代表者  取締役頭取 土井 伸宏 
社員数  ３，１６１人 


